
５．医学部医学科試験並びに履修等に関する内規 

 

（趣 旨） 

第１条 この内規は，岡山大学医学部規程第２３条に基づき岡山大学医学部医学科（以下「医学科」

という。）における教養教育科目及び専門教育科目の試験，履修並びに進級等に関する事項につい

て定めるものとする。 

 （授業科目，単位数及び履修方法等） 

第２条 医学科における授業科目，単位数，時間数，開講期及び履修方法等は，別表１及び別表２の

とおりとする。 

 （教養教育科目の試験） 

第３条 教養教育科目の試験は，岡山大学全学教育・学生支援機構基幹教育センターの定めるところ

による。 

 （専門教育科目の試験） 

第４条 専門教育科目の試験は，以下の定めるところにより行う。 

 （試験の区分） 

第５条 専門教育科目の試験は，本試験，再試験，追試験とし，各授業科目の担当教員がこれを行う。 

 （試験の時期） 

第６条 専門教育科目の試験実施の時期は，別表３のとおりとする。 

 （本試験） 

第７条 学生は，各授業科目につき総時数の３分の２以上出席しなければ本試験を受けることができ

ない。 

 （再試験） 

第８条 本試験に不合格となった者は，別表３に示すとおりなお１回再試験を受けることができる。

（内科総論，外科総論，臨床放射線総論，臨床検査総論，臓器・系別統合講義（感染症）及び腫瘍

学については，履修した翌年度に進級した者に限る。） 

 （追試験） 

第９条 病気その他やむを得ない事情により受験を延期しようとする者は，医師の診断書若しくは理

由書を添えて，原則として試験実施前に授業担当教員に願い出て許可を得なければならない。 

２ 本試験の延期を許可された者は，再試験実施前までに当該科目の追試験を受けることができる。 

３ 再試験の延期を許可された者は，再試験を実施した学期中（学期末に実施した再試験については

次学期中，４学期末については３月上旬）に追試験を受けることができる。 

 （不合格者の扱い） 

第１０条 第８条及び第９条第３項の試験に不合格となった者は，原則として次年度以降でなければ

受験できない。 

（成績の判定） 

第１１条 成績の評価は，岡山大学学則による。 
第１２条 再試験の成績は担当教員において減点する。合格基準に達した場合，一律６０点とする。 

（第２学年への進級） 

第１３条 第２学年に進級できる者は，第２条別表１及び別表２に掲げる第１年次に配当された

教養教育科目のうち１６単位，専門基礎科目のうち５．６単位，専門科目のうち細胞組織学， 

細胞組織学実習，生化学，分子医化学，生化学実習，分子医化学実習及びプロフェッショナ

リズム・行動科学Ⅰの単位を修得した者とする。 
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５．医学部医学科試験並びに履修等に関する内規 

 

（趣 旨） 

第１条 この内規は，岡山大学医学部規程第２３条に基づき岡山大学医学部医学科（以下「医学科」

という。）における教養教育科目及び専門教育科目の試験，履修並びに進級等に関する事項につい

て定めるものとする。 

 （授業科目，単位数及び履修方法等） 

第２条 医学科における授業科目，単位数，時間数，開講期及び履修方法等は，別表１及び別表２の

とおりとする。 

 （教養教育科目の試験） 

第３条 教養教育科目の試験は，岡山大学全学教育・学生支援機構基幹教育センターの定めるところ

による。 

 （専門教育科目の試験） 

第４条 専門教育科目の試験は，以下の定めるところにより行う。 

 （試験の区分） 

第５条 専門教育科目の試験は，本試験，再試験，追試験とし，各授業科目の担当教員がこれを行う。 

 （試験の時期） 

第６条 専門教育科目の試験実施の時期は，別表３のとおりとする。 

 （本試験） 

第７条 学生は，各授業科目につき総時数の３分の２以上出席しなければ本試験を受けることができ

ない。 

 （再試験） 

第８条 本試験に不合格となった者は，別表３に示すとおりなお１回再試験を受けることができる。

（内科総論，外科総論，臨床放射線総論，臨床検査総論，臓器・系別統合講義（感染症）及び腫瘍

学については，履修した翌年度に進級した者に限る。） 

 （追試験） 

第９条 病気その他やむを得ない事情により受験を延期しようとする者は，医師の診断書若しくは理

由書を添えて，原則として試験実施前に授業担当教員に願い出て許可を得なければならない。 

２ 本試験の延期を許可された者は，再試験実施前までに当該科目の追試験を受けることができる。 

３ 再試験の延期を許可された者は，再試験を実施した学期中（学期末に実施した再試験については

次学期中，４学期末については３月上旬）に追試験を受けることができる。 

 （不合格者の扱い） 

第１０条 第８条及び第９条第３項の試験に不合格となった者は，原則として次年度以降でなければ

受験できない。 

（成績の判定） 

第１１条 成績の評価は，岡山大学学則による。 
第１２条 再試験の成績は担当教員において減点する。合格基準に達した場合，一律６０点とする。 

（第２学年への進級） 

第１３条 第２学年に進級できる者は，第２条別表１及び別表２に掲げる第１年次に配当された

教養教育科目のうち１６単位，専門基礎科目のうち５．６単位，専門科目のうち細胞組織学， 

細胞組織学実習，生化学，分子医化学，生化学実習，分子医化学実習及びプロフェッショナ

リズム・行動科学Ⅰの単位を修得した者とする。 

 （第３学年への進級） 

第１４条 第３学年に進級できる者は，第２条別表１及び別表２に掲げる卒業に必要な教養教育科目

及び専門教育科目の単位のうちから第１学年及び第２学年に配当された科目の単位を修得した

者とする。 

２ 前項の条件を満たさない場合は，第２学年に留まり，２年次配当の全科目（実習・演習は除く）

を必ず再受講することとする。 

なお，試験受験科目は，不合格科目のみとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，第２年次に編入した者の進級要件は，別に定める。 

 （第４学年への進級） 

第１５条 第４学年に進級できる者は，卒業に必要な教養教育科目の単位及び２年次と３年次に配当

された必修の専門教育科目の全ての単位（総論科目（内科総論，外科総論，臨床放射線総論及び臨

床検査総論），臓器・系別統合講義（感染症），腫瘍学を除く）及び所定の外部英語検定試験の点数

を修得した者とする。 

２ 前項の外部英語検定試験の点数は，Ｌｉｎｇｕａｓｋｉｌｌ Ｇｅｎｅｒａｌ ５６０点，

あるいは，それらに相当するＧＴＥＣ Ａｃａｄｅｍｉｃ，ＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒ，ＴＯＥＦＬ

－ｉＢＴもしくはＩＥＬＴＳの点数（相当点の判断は本学の定める換算表による。）以上と

する。 

なお，入学年度以降３年次２月末までに修得した点数を有効とする。 

３ 上記条件を満たさない場合は，第３学年に留まり，教務委員長の指定する科目を必ず再受

講することとする。 

なお，試験受験科目は，不合格科目のみとする。 

 （第５学年への進級） 

第１６条 第５学年に進級できる者は，社会医学系３科目（衛生学，公衆衛生学及び法医学）

を除く４年次以前に配当された全ての専門科目（選択必修科目については卒業に必要な単位

分の科目を含む）の試験並びに次項に掲げる全国共用試験（CBT，OSCE）に合格した者とする。 

 なお，総論及び臓器・系別統合講義試験において，不合格科目のあった者は，翌年度も第

４年次にとどまり，教務委員会委員長の指定する科目を再受講，再受験しなければならない。

第５学年に進級できなかった場合，当該年度に受験した全国共用試験（CBT，OSCE）の成績は

無効となる。 

 また，全国共用試験（CBT，OSCE）に不合格になった者は，教務委員会委員長の指定する科

目を必ず受講することとする。 

２ 臨床実習開始前に必要な知識・技能・態度を評価する試験として，全国共用試験（CBT，OSCE）

の受験を課す。合格基準は，全国の標準を参考にして本学で定める。 

 （第５学年から６学年への臨床実習履修） 

第１７条 第５学年までに行うべき基本臨床実習を３診療科以上終了していない場合は，第５学

年に留まり，教務委員会委員長が指定する科において実習を実施することとする。ただし，

終了していない診療科の実習期間の合計が６週間を超える場合についても同等に扱う。 

 （退学の勧告） 

第１８条 病気その他やむを得ない事由もなく，第１３条から第１７条の規定により同一学年での在

学期間が３年を越える者には，退学を勧告する。 

 （卒 業） 

第１９条 卒業の判定は，医学科の教育課程を６年以上履修した者について，第２条別表１及び別表
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２に掲げる導入教育科目，知的理解科目，実践知・感性科目，汎用的技能と健康科目，言語科目，

高年次教養科目，専門基礎科目及び専門科目の修得単位並びに全国共用試験（CBT，臨床実習前 OSCE

及び臨床実習後 OSCE），卒業試験の結果に基づき，医学科会議の議を経て行う。  

  なお，判定の結果卒業延期となった場合，当該年度に受験した全国共用試験（臨床実習後 OSCE）

の成績は無効となる。 

 （卒業及び進級の認定の時期） 

第２０条 卒業，進級及び臨床実習出席の可否は原則として学年末に認定する。 

   附 則 

１.この内規は，平成１６年４月１日から施行する。 

２.平成１５年度以前入学者は，なお，従前の例による。 

   附 則 

１．この内規は，平成１７年４月１日から施行する。 

２．改正後の規定にかかわらず，平成１６年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３．前項の規定にかかわらず，改正後の第１６条の規定は，平成１４年度入学者から適用する。 

   附 則 

１．この内規は，平成１８年４月１日から施行する。 

２． 改正後の規定にかかわらず，平成１７年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

   附 則 

１．この内規は，平成１９年４月１日から施行する。 

２．改正後の規定にかかわらず，平成１８年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３．前項の規定にかかわらず，改正後の第１６条の規定は，平成１８年度以前の入学者について

も適用する。 

   附 則 

１．この内規は，平成２０年４月１日から施行する。 

２. 改正後の規定にかかわらず，平成１９年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３. 前項の規定にかかわらず，改正後の第１４条及び第１５条第１項は，平成２０年度以降の

第２学年についても適用する。 

４. 第２項の規定にかかわらず，改正後の第１６条の授業科目名及び別表２及び３の授業科目

名及び履修学年は，平成１９年度以前の入学者についても適用する。ただし，本改正以前に

単位を修得した授業科目名については，なお従前の例による。 

   附 則 

１. この内規は，平成２１年４月１日から施行する。 

２. 改正後の規定にかかわらず，平成２０年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３. 前項の規定にかかわらず，改正後の別表２及び３の授業科目名は，平成２０年度以前の入

学者についても適用する。ただし，本改正以前に単位を修得した授業科目名及び卒業要件に

ついては，なお従前の例による。  

４. 第２項の規定にかかわらず，改正後の第１７条は，平成２０年度以前の入学者についても

適用する。 
５．第２項の規定にかかわらず，改正後の第１５条の規定は,平成２２年度以降の第３学年について

適用する。  

   附 則 
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２に掲げる導入教育科目，知的理解科目，実践知・感性科目，汎用的技能と健康科目，言語科目，

高年次教養科目，専門基礎科目及び専門科目の修得単位並びに全国共用試験（CBT，臨床実習前 OSCE

及び臨床実習後 OSCE），卒業試験の結果に基づき，医学科会議の議を経て行う。  

  なお，判定の結果卒業延期となった場合，当該年度に受験した全国共用試験（臨床実習後 OSCE）

の成績は無効となる。 

 （卒業及び進級の認定の時期） 

第２０条 卒業，進級及び臨床実習出席の可否は原則として学年末に認定する。 

   附 則 

１.この内規は，平成１６年４月１日から施行する。 

２.平成１５年度以前入学者は，なお，従前の例による。 

   附 則 

１．この内規は，平成１７年４月１日から施行する。 

２．改正後の規定にかかわらず，平成１６年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３．前項の規定にかかわらず，改正後の第１６条の規定は，平成１４年度入学者から適用する。 

   附 則 

１．この内規は，平成１８年４月１日から施行する。 

２． 改正後の規定にかかわらず，平成１７年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

   附 則 

１．この内規は，平成１９年４月１日から施行する。 

２．改正後の規定にかかわらず，平成１８年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３．前項の規定にかかわらず，改正後の第１６条の規定は，平成１８年度以前の入学者について

も適用する。 

   附 則 

１．この内規は，平成２０年４月１日から施行する。 

２. 改正後の規定にかかわらず，平成１９年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３. 前項の規定にかかわらず，改正後の第１４条及び第１５条第１項は，平成２０年度以降の

第２学年についても適用する。 

４. 第２項の規定にかかわらず，改正後の第１６条の授業科目名及び別表２及び３の授業科目

名及び履修学年は，平成１９年度以前の入学者についても適用する。ただし，本改正以前に

単位を修得した授業科目名については，なお従前の例による。 

   附 則 

１. この内規は，平成２１年４月１日から施行する。 

２. 改正後の規定にかかわらず，平成２０年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３. 前項の規定にかかわらず，改正後の別表２及び３の授業科目名は，平成２０年度以前の入

学者についても適用する。ただし，本改正以前に単位を修得した授業科目名及び卒業要件に

ついては，なお従前の例による。  

４. 第２項の規定にかかわらず，改正後の第１７条は，平成２０年度以前の入学者についても

適用する。 
５．第２項の規定にかかわらず，改正後の第１５条の規定は,平成２２年度以降の第３学年について

適用する。  

   附 則 

１. この内規は，平成２２年４月１日から施行する。 

２. 改正後の規定にかかわらず，平成２１年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３. 前項の規定にかかわらず，改正後の第１７条及び第１９条は，平成２２年度以降の第５学

年についても適用する。  

４. 第２項の規定にかかわらず，改正後の別表２及び３の授業科目名及び単位数は，平成２２

年度以降の第２学年から第５学年についても適用する。ただし，本改正以前に単位を修得し

た授業科目名及び卒業要件については，なお従前の例による。  

   附 則  

 １．この内規は，平成２３年４月１日から施行する。 

 ２．改正後の規定にかかわらず，平成２２年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３．前項の規定にかかわらず，改正後の第１６条は，平成２２年度入学生についても適用する。 

４. 第２項の規定にかかわらず，改正後の別表２及び３は，平成２２年度入学生についても適

用する。ただし，本改正以前に単位を修得した授業科目名及び卒業要件については，なお従

前の例による。 

   附 則 

１. この内規は，平成２４年４月１日から施行する。 

２. 改正後の規定にかかわらず，平成２３年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３．前項の規定にかかわらず，改正後の第１６条は平成２４年度以降の第４学年についても適

用する。 

４. 第２項の規定にかかわらず，改正後の別表２及び３は，平成２１年度以降の入学生につい

ても適用する。ただし，本改正以前に単位を修得した授業科目名及び卒業要件については，

なお従前の例による。 

   附 則 

１. この内規は，平成２５年４月１日から施行する。 

２. 改正後の規定にかかわらず，平成２４年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

３．前項の規定にかかわらず，改正後の第１５条は平成２５年度以降の第３学年についても適

用する。 

４. 第２項の規定にかかわらず，改正後の別表２及び３は，グローバルスタディズ２（医療系）

を除き，平成２４年度以前の入学生についても適用する。ただし，本改正以前に単位を修得し

た授業科目名及び卒業要件については，なお従前の例による。 
   附 則 

１. この内規は，平成２５年１２月１６日から施行し，平成２５年４月１日から適用する。 

２. 改正後の規定にかかわらず，平成２０年度以前の入学者については，なお従前の例による。 

附 則 

１ この内規は，平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１，別表第２及び別表第３の規定にかかわらず，この内規施行の日 

の前日に医学部医学科に在学する学生に対する授業科目名及び卒業要件単位数の適用 

については別に定めるものとする。 

附 則 

この内規は，平成２６年１２月１６日から施行し，平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 
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１ この内規は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１，別表第２及び別表第３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日

に医学部医学科に在学する学生に対する授業科目名及び卒業要件単位数の適用については別

に定めるものとする。 

附 則 

この内規は，平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この内規は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名及び卒業要件単位数の適用については，別に定

めるものとする。 

  附 則 

１ この内規は，平成２８年１１月２２日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 

２ 改正後の別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規適用の日の前日に医学部医学科

に在学する学生に対する授業科目名及び卒業要件単位数の適用については，別に定めるもの

とする。 

附 則 

１ この内規は，平成２９年２月２１日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 

２ 改正後の別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規適用の日の前日に医学部医学科

に在学する学生に対する授業科目名及び卒業要件単位数の適用については，別に定めるものと

する。 

  附 則 

１ この内規は，平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に

定めるものとする。 

附 則 

１ この内規は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に

定めるものとする。 

   附 則 

１ この内規は，平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に

定めるものとする。 

   附 則 

１ この内規は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に

定めるものとする。 
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１ この内規は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１，別表第２及び別表第３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日

に医学部医学科に在学する学生に対する授業科目名及び卒業要件単位数の適用については別

に定めるものとする。 

附 則 

この内規は，平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この内規は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名及び卒業要件単位数の適用については，別に定

めるものとする。 

  附 則 

１ この内規は，平成２８年１１月２２日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 

２ 改正後の別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規適用の日の前日に医学部医学科

に在学する学生に対する授業科目名及び卒業要件単位数の適用については，別に定めるもの

とする。 

附 則 

１ この内規は，平成２９年２月２１日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 

２ 改正後の別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規適用の日の前日に医学部医学科

に在学する学生に対する授業科目名及び卒業要件単位数の適用については，別に定めるものと

する。 

  附 則 

１ この内規は，平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に

定めるものとする。 

附 則 

１ この内規は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に

定めるものとする。 

   附 則 

１ この内規は，平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に

定めるものとする。 

   附 則 

１ この内規は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に

定めるものとする。 

   附 則 

１ この内規は，令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１，別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学

部医学科に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に

定めるものとする。 

   附 則 

１ この内規は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学部医学科

に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に定めるも

のとする。 

   附 則 

１ この内規は，令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学部医学科

に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に定めるも

のとする。 

   附 則 

１ この内規は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表２及び別表３の規定にかかわらず，この内規施行の日の前日に医学部医学科

に在学する学生に対する授業科目名等及び卒業要件単位数の適用については，別に定めるも

のとする。 
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医学部医学科試験並びに履修等に関する内規

別表1　（教養教育科目の授業科目，単位数及び履修方法等）

1
学
期

2
学
期

3
学
期

4
学
期

1
学
期

2
学
期

3
学
期

4
学
期

1
学
期

2
学
期

3
学
期

4
学
期

学部ガイダンス科目 医学セミナー(テュートリアル) ○ 1

全学ガイダンス科目 ○ 1

補習教育 高大接続科目 ○ ○ 卒業要件外

現代と社会 人文・社会科学系科目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2

現代と生命 生命科学系科目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2

現代と自然 自然科学系科目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2

実践知 実践・社会連携系科目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

芸術知 芸術系科目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

情報処理入門１（情報機器の操作を含む） ○ 1

情報処理入門２（情報機器の操作を含む） ○

情報処理入門３（情報機器の操作を含む） ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

キャリア教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アカデミック・ライティング

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

○ 1

○ 1

プレ上級英語 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上級英語 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日本語 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

バイオメディカルデータサイエンス ○ 1

レギュラトリーサイエンス入門 ○ 1

注1） アカデミック・ライティング科目の開講期は、年度の初めに公示する。

注2） 英語（スピーキング）－１，英語（スピーキング）－２，英語（リーディング）－１，英語（リーディング）－２，英語（ライティング）－１，英語（ライティング）－２，

英語（リスニング）－１，英語（リスニング）－２については，１年次の１学期から４学期のうち，各自指定された学期に，各学期２科目ずつ履修する。

注3） 初修外国語・A群における各科目の詳細な開講期は，年度の初めに公示する。

注4） 初修外国語・B群における各科目については，全学部生が履修できるとは限らないため，開講期は示さない。

各年度における開講の有無は，年度の初めに公示する。

1

開講期
　学生に履修指導をする

単位数及び履修方法

卒業要件
単位

1年次 2年次 3年次

必修
単位

選択
必修
単位

31

実
践
知
・

感
性

導
入
教
育

ガイダンス
1

健康・スポーツ科学

科目区分 授業科目

知
的
理
解

履修方法

韓国語

汎
用
的
技
能
と
健
康

情報教育
情報リテラシー系科目

ICT（Information & Communication Technology）系科目

数理・データサイエンスの基礎

キャリア教育・学生支援系科目

健康・スポーツ科学

イタリア語

スポーツ演習（する・みる・支える）

アカデミック・ライティング科目 注１）　参照

言
　
語

英語

英語（スピーキング）－１

注２）　参照

英語（スピーキング）－２

中国語

英語（リーディング）－１

英語（リーディング）－２

英語（ライティング）－１

英語（ライティング）－２

英語（リスニング）－１

英語（リスニング）－２

応用日本語 留学生のみ

英語（総合）－１

英語（総合）－２

初修外国語

A群

ドイツ語

注３）　参照
フランス語

B群

高年次教養 高年次教養科目 2

教養教育科目        計     35

数理・データサイエンス
数理・データサイエンス科目

ロシア語

注４）　参照スペイン語
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別表2　（専門教育科目の授業科目，単位数及び履修方法等）

地
域
枠
以
外

地
域
枠

地
域
枠
以
外

地
域
枠

1.6 24

0.4 7 6.8

0.4 6

1 15

0.8 12 　

0.7 11

1.2 18

1.4 22

0.6

0.5 16

0.6
選
択

30

1.3
選
択

必
修

60

1.4 21

0.9

1.4 21

3.2

2.1 32

0.7 35

2.6

0.3

2.6

0.3

2

2

0.3 17

0.3 17

3.2

0.4 18

2.8

0.5

3.2

0.4

2.6 40

0.3 17

2.7 41

0.2 13

2.6 39

0.1 6

1.2 18

8

3.5 105

0.3 9

1.6 24

1.6 24

0.4 24

0.6 30

0.6 30

0.6 30

4.1

1.5 23

1.1

0.9 14

0.8 12

3.2

0.2 12

0.5 8

0.3 5

0.6 10

0.6 9

0.6 9

臨 床 放 射 線 総 論 必修

外 科 総 論 必修

選必地 域 医 療 体 験 実 習 Ⅱ

必修

必修

プロフェッショナリズム・
行 動 科 学 Ⅱ

必修

専
門
基
礎
科
目

履修
要件
等

6.8

必修 28

39生 理 学 Ⅰ

必修

必修

早 期地 域医療体験実 習Ⅱ

医学部医学科試験並びに履修等に関する内規

区
分

授 業 科 目
単
位
数

必修
選択
の別

履修学年及び時間数  卒業
 要件
 単位
 数

１学年 ６学年

４
学
期

３
学
期

夏
季
休
業

２
学
期

３
学
期

５学年２学年 ３学年 ４学年

夏
季
休
業

夏
季
休
業

２
学
期

２
学
期

４
学
期

２
学
期

３
学
期

２
学
期

３
学
期

４
学
期

夏
季
休
業

３
学
期

１
学
期

１
学
期

寄 生 虫 学

免 疫 学 実 習

２
学
期

春
季
休
業

１
学
期

春
季
休
業

144

４
学
期

39

15

ウ イ ル ス 学 実 習

免 疫 学

夏
季
休
業

細 菌 学

細 菌 学 実 習

ウ イ ル ス 学

15

細 胞 組 織 学

分 子 医 化 学

病 理 学 Ⅱ 実 習

薬 理 学

薬 理 学 実 習

病 理 学 Ⅰ

分 子 医 化 学 実 習

生 化 学 実 習

神 経 構 造 学

系 統 解 剖 学 実 習

４
学
期

必修

選必

必修

選必

選必

選必

必修

必修

１
学
期

夏
季
休
業

春
季
休
業

生 化 学

３
学
期

４
学
期

必修

42

選必

選必

選必

春
季
休
業

１
学
期

１
学
期

必修

必修

必修

必修

必修

医 学 生 物 学

医学研究インターンシップ

基 礎 病 態 演 習

細 胞 組 織 学 実 習

人 体 解 剖 学

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

医 学 概 論

遺 伝 学

医 学 デ ー タ サ イ エ ン ス

人 体 の 構 造 ： 入 門

早 期 体 験 実 習

早 期地 域医療体験実 習Ⅰ

臨 床 医 学 入 門

基 礎 放 射 線 学

発 生 学

チ ー ム 医 療 演 習

必修

必修

必修

選必

必修

必修

必修

必修

必修

必修公 衆 衛 生 学

地 域 医 療 体 験 実 習 Ⅲ

臨 床 病 態 演 習

衛 生 学

必修

地 域 医 療 体 験 実 習 Ⅰ

公衆衛生学/疫学・衛生学実習

法 医 学 実 習

必修

選必

必修

内 科 総 論 必修

プロフェッショナリズム・
行 動 科 学 Ⅴ

必修

必修

必修

プロフェッショナリズム・
行 動 科 学 Ⅲ

プロフェッショナリズム・
行 動 科 学 Ⅰ

プロフェッショナリズム・
行 動 科 学 Ⅳ

法 医 学

必修

26

必修

必修

生 理 学 Ⅱ 実 習

病 理 学 Ⅰ 実 習

必修

病 理 学 Ⅱ

神 経 構 造 学 実 習

生 理 学 Ⅰ 実 習

生 理 学 Ⅱ

21

360

専
　
　
　
門
　
　
　
科
　
　
　
目

1
6
2
.
9

1
6
4
.
8

31

31

48

43

腫 瘍 学 必修

単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と

地域枠は2科
目以上、地
域枠以外は1
科目以上修
得するこ
と。

62

17

48

臨 床 検 査 総 論 必修

48

－ 43 －－ 42 －



医学部医学科試験並びに履修等に関する内規

地
域
枠
以
外

地
域
枠

地
域
枠
以
外

地
域
枠

0.6 9

0.4 6

0.5 8

0.4 6

循 環 器 系 1.5 23

呼 吸 器 系 1.5 23

腎 泌 尿 器 系 1.2 19

内 分 泌 ・ 代 謝 系 1.1 17

消 化 器 系 1.8 28

血 液 ・ 造 血 器 系 0.6 10

感 染 症 0.7 11

免 疫 系 0.6

感 覚 器 系 1.4

運 動 器 系 1.2

脳 神 経 系 1.9

精 神 系 1 16

皮 膚 系 0.9 14

小 児 ・ 発 達 系 1.8 27

生 殖 系 1.6 24

麻 酔 ・ 蘇 生 系 1

救 命 救 急 系 0.4 6

総 合 診 療 医 学 1 16

2.3 69

0.4

消化器 ・肝 臓内 科学 1.7

血液・ 腫瘍 ・呼 吸器
内 科 学

1.7

腎・免疫・内分泌代謝
内 科 学

1.7

神 経 精 神 医 学 1.7

小児科学・小児神経学 1.7

消 化 器 外 科 学 1.7

呼吸器 ・乳 腺内 分泌
外 科 学

1.7

整 形 外 科 学 1.7

皮 膚 科 学 1.7

泌 尿 器 科 学 1.7

眼 科 学 1.7

耳 鼻 咽 喉 科 学 1.7

放 射 線 医 学 1.7

産 科 婦 人 科 学 1.7

麻 酔 ・ 蘇 生 学 1.7

周 産 期 ・ 新 生 児 1.7

脳 神 経 外 科 学 1.7

総 合 内 科 学 1.7

循 環 器 内 科 学 1.7

心 臓 血 管 外 科 学 1.7

神 経 内 科 学 1.7

救命救 急・ 災害 医学 1.7

形 成 外 科 学 1.7

ワ ク チ ン 実 習 0.1

23

(7つの期
があり，
5つの期
（1期あ
たり4
週）を学
内で履修
し，残り
2つの期
から6週
を学外で
履修する
こと)

0.5 8

0.4 6

0.4 6

0.4 6

0.6 9

0.4 6

0.4 6

16

3

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

春
季
休
業

１
学
期

１
学
期

４
学
期

２
学
期

３
学
期

夏
季
休
業

４
学
期

２
学
期

 卒業
 要件
 単位
 数

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ６学年

夏
季
休
業

３
学
期

履修
要件
等

春
季
休
業

必修

必修

必修

必修

区
分

授 業 科 目

基
　
本
　
臨
　
床
　
実
　
習

必修

必修

単
位
数

必修

必修

必修

必修

１
学
期

２
学
期

夏
季
休
業

１
学
期

必修

必修

必修

４
学
期

２
学
期

夏
季
休
業

３
学
期

４
学
期

２
学
期

１
学
期

４
学
期

夏
季
休
業

５学年

夏
季
休
業

３
学
期

春
季
休
業

１
学
期

22

春
季
休
業

４
学
期

２
学
期

３
学
期

必修

３
学
期

10

必修

必修

必修

必修

必修

必修
選択
の別

履修学年及び時間数

必修

必修

必修

80

必修

19

必修 29

必修

必修臨 床 実 技 入 門

医 療 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
教 育 コ ー ス

80

80

80

80

80

必修

必修

必修

選 択 制 臨 床 実 習 必修

医 学 史 必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

1040

80

80

必修

必修

専
　
　
　
門
　
　
　
科
　
　
　
目

生 命 倫 理 学

1
6
2
.
9

医 事 法

形 成 外 科 学

小 児 外 科 学

臓
器
・
系
統
別
統
合
講
義

20

ゲ ノ ム 医 療 必修

老 年 医 学 必修

臨 床 薬 理 学 ・ 薬 剤 学 必修

緩 和 医 療 学 必修

1
6
4
.
8

東 洋 医 学 必修

医 療 政 策 ・ 地 域 医 療 学 必修

80

80

80

80

80

－ 44 －



別表　３

1 2 夏 3 4 1 2 夏 3 4 春 1 2 夏 3 4 春 1 2 夏 3 4 春 1 2 夏 3 4 春 1 2 夏 3 4

AB

AB

AB

AB 　

AB 　 　

AB

AB

AB

C

C

C

AB

AB

AB

AB 　

AB 　

AB

AB

AB

AB

AB

C

C

AB

AB

C

C

C

C

C

C

A B

A B

A B

A B

A B

AB

AB 　

AB

AB

AB

AB

消 化 器 ・ 肝 臓 内 科 学

血 液 ・ 腫 瘍 ・ 呼 吸 器
内 科 学
腎 ・ 免 疫 ・ 内 分 泌 代 謝

内 科 学

神 経 精 神 医 学

小 児 科 学 ・ 小 児 神 経 学

消 化 器 外 科 学

呼 吸 器 ・ 乳 腺 内 分 泌
外 科 学

整 形 外 科 学

皮 膚 科 学

泌 尿 器 科 学

眼 科 学

耳 鼻 咽 喉 科 学

放 射 線 医 学

産 科 婦 人 科 学

麻 酔 ・ 蘇 生 学

周 産 期 ・ 新 生 児

脳 神 経 外 科 学

総 合 内 科 学

循 環 器 内 科 学

心 臓 血 管 外 科 学

神 経 内 科 学

救 命 救 急 ・ 災 害 医 学

形 成 外 科 学

ワ ク チ ン 実 習

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

〔備考〕　 　 A → 本試験
　　　　　　　B → 再試験
　　　　　　　C → 出席率及びレポート又は口頭試問により成績を認定する。

チ ー ム 医 療 演 習

AB

AB

C

C

C

生 理 学 Ⅰ

免 疫 学

寄 生 虫 学

生 理 学 Ⅱ

医 療 政 策 ・ 地 域 医 療 学

生 命 倫 理 学

医 事 法

基 礎 病 態 演 習

臨 床 病 態 演 習

ゲ ノ ム 医 療

臨 床 実 技 入 門

地 域 医 療 体 験 実 習 Ⅱ

AB

医 学 史

老 年 医 学

臨 床 薬 理 学 ・ 薬 剤 学

緩 和 医 療 学

卒 業 試 験

専
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
目

C

AB

AB

全 国 共 用 試 験
（ CBT ， 臨 床 実 習 前 OSCE ）

東 洋 医 学

人 体 解 剖 学

地 域 医 療 体 験 実 習 Ⅲ

神 経 構 造 学

ウ イ ル ス 学

医学部医学科試験並びに履修等に関する内規

試　　験　　期　　一　　覧　　表

区
分

学　　　　　年 １年次 ２年次 ３年次 ４年次

学　　　　　期

５年次 ６年次

臨 床 医 学 入 門

基 礎 放 射 線 学

早 期 体 験 実 習

早 期 地 域 医 療 体 験 実 習 Ⅰ

細 胞 組 織 学

医 学 デ ー タ サ イ エ ン ス

早 期 地 域 医 療 体 験 実 習 Ⅱ

医 学 生 物 学

医 学 概 論

生 化 学

分 子 医 化 学

病 理 学 Ⅱ

細 菌 学

C

遺 伝 学

発 生 学

プロフェッショナリズ ム・
行 動 科 学 Ⅲ

小 児 外 科 学

臓 器 ・ 系 別 統 合 講 義

専
門
基
礎
科
目

人 体 の 構 造 ： 入 門

プロフェッショナリズ ム・
行 動 科 学 Ⅰ
プロフェッショナリズ ム・
行 動 科 学 Ⅱ

薬 理 学

病 理 学 Ⅰ

医学研究インターンシ ップ

衛 生 学

公 衆 衛 生 学

地 域 医 療 体 験 実 習 Ⅰ

C

C

C

C

形 成 外 科 学

基
本
臨
床
実
習

C

C

C

AB

AB

C

外 科 総 論

臨 床 放 射 線 総 論

プロフェッショナリズ ム・
行 動 科 学 Ⅳ
プロフェッショナリズ ム・
行 動 科 学 Ⅴ

法 医 学

内 科 総 論

臨 床 検 査 総 論

腫 瘍 学

C

医 療 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
教 育 コ ー ス

C

C

C

C

C

AB

C

C

C

C

C

C

全国共用試験（臨床実習後OSCE）

C

C

C

C

選 択 制 臨 床 実 習

－ 45 －－ 44 －




